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５
月
18
日
に
榛
東
村
長
に
就
任
い
た

し
ま
し
た
真
塩
卓
で
す
。
村
長
就
任
に

あ
た
り
、
皆
様
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま

す
。

　

私
は
、
さ
る
４
月
26
日
の
村
長
選
挙

に
お
き
ま
し
て
、
村
民
の
皆
様
を
は
じ

め
各
方
面
か
ら
力
強
い
ご
支
援
を
賜

り
、
村
政
を
再
び
担
当
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

選
挙
期
間
中
、
多
く
の
住
民
に
お
会

い
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
選
挙

の
洗
礼
を
受
け
る
立
場
で
村
民
に
直
接

ふ
れ
あ
い
、
生
の
声
を
聞
い
て
、
改
め

て
政
治
を
志
す
も
の
の
自
覚
と
村
民
が

何
を
求
め
て
い
る
か
を
身
に
し
み
て
ひ

し
ひ
し
と
感
じ
る
と
と
も
に
、
村
長
の

責
務
の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
て
お
り

ま
す
。
ま
た
、
４
年
間
の
空
白
期
間
中

に
一
村
民
と
し
て
外
か
ら
眺
め
た
、
行

政
の
あ
り
方
に
つ
き
ま
し
て
も
、
透
明

感
が
あ
り
、
か
つ
信
頼
さ
れ
る
村
を
取

り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
再
認
識

し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
今
の
村
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
自

主
財
源
の
確
保
・
少
子
高
齢
化
対
策
・

国
の
地
方
創
生
関
連
施
策
等
へ
の
対

応
・
農
業
振
興
な
ど
、
ス
ピ
ー
ド
感
を

持
っ
て
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

案
が
多
数
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

経
験
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、
２
期

８
年
間
の
村
長
と
し
て
の
経
験
や
反
省

を
生
か
し
、
全
力
で
村
政
運
営
に
あ

た
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
村
民
皆
様

の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
私
が
選
挙
の
公
約
と
し
て

掲
げ
て
お
り
ま
す
、
政
策
に
つ
い
て
申

し
あ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

は
じ
め
に
３
つ
の
重
点
施
策
に
つ
い

て
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

１
つ
目
が　

国
保
税
を
引
き
下
げ
ま

す
。

　

２
つ
目
が　

給
食
費
を
順
次
引
き
下

げ
ま
す
。

　

３
つ
目
が　

防
犯
灯
と
防
犯
カ
メ
ラ

を
増
や
し
ま
す
。

　

次
に
こ
れ
に
付
随
し
た
、
７
つ
の
施

策
に
つ
い
て
申
し
あ
げ
ま
す
。

　

１
つ
目
が　
「
こ
ど
も
を
育
て
る
な

ら
榛
東
村
」
を
目
指
し
ま
す
。

　

２
つ
目
が　

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
た

め
に
、
福
祉
・
医
療
・
介
護
の
充
実
を

図
り
ま
す
。

　

３
つ
目
が　

こ
ど
も
か
ら
お
年
寄
り

の
安
全
と
見
守
り
を
強
化
し
ま
す
。

　

４
つ
目
が　

近
隣
市
町
村
へ
の
10
分

移
動
構
想
で
道
路
網
の
整
備
を
し
ま

す
。

　

５
つ
目
が　

産
業（
農
業
・
商
業
・

工
業
）の
振
興
を
目
指
し
ま
す
。

　

６
つ
目
が　

村
民
と
協
働
に
よ
る
む

ら
づ
く
り
の
た
め
に
行
政
改
革
を
進
め

ま
す
。

　

７
つ
目
が　

信
頼
さ
れ
る
榛
東
村
を

取
り
戻
し
ま
す
。

　

以
上
の
施
策
に
つ
い
て
、
第
６
次
総

合
計
画
並
び
に
行
財
政
計
画
な
ど
と
の

整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
実
現
に
向
け
て

精
魂
を
傾
け
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

の
で
、
村
民
皆
様
の
ご
協
力
、
そ
し
て

「
力
」
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４
月
26
日
に
行
わ
れ
た
榛
東
村
長
選
挙
の
結
果
、
真
塩
卓

氏
が
当
選
し
、
榛
東
村
長
に
就
任
し
ま
し
た
。

　

真
塩
村
長
は
、
５
月
18
日
、
住
民
や
村
職
員
が
迎
え
る
中
、

村
役
場
に
初
登
庁
し
、「
こ
ど
も
に
夢
を　

み
ん
な
に
福
祉

と
安
心
を　

信
頼
さ
れ
る
村
を
取
り
戻
し
、
次
の
世
代
へ
つ

な
い
で
い
き
た
い
。」
と
決
意
を
語
り
ま
し
た
。

真
塩　

卓

真
塩　

卓  

新
村
長

新
村
長 

が
就
任
し
ま
し
た
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投　
　
　
　
　
　
　

票

■
投
票
で
き
る
方
■

　

平
成
７
年
７
月
６
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
で
、
平
成
27
年
３
月
17
日
ま
で
に

本
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録（
転
入

届
を
届
出
）
さ
れ
、
引
き
続
き
登
録
さ

れ
て
い
る
方
。

■
投
票
時
間
と
場
所
■

　

投
票
時
間
は
、
午
前
７
時
か
ら
午
後

６
時
ま
で
で
す
。
郵
送
さ
れ
た
入
場
券

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。
入
場
券
を
な
く

し
た
場
合
は
、
投
票
日
当
日
、
投
票
所

で
再
発
行
し
ま
す
。

　

投
票
は
、
入
場
券
記
載
の
投
票
所
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
第
１
投
票
所
…
３
区
コ
ミ
セ
ン

・
第
２
投
票
所
…
中
央
公
民
館

・
第
３
投
票
所
…
榛
東
村
役
場

・
第
４
投
票
所
…
南
部
コ
ミ
セ
ン

・
第
５
投
票
所
…
20
区
コ
ミ
セ
ン

■
転
入
・
転
出
し
た
方
■

　

平
成
27
年
２
月
19
日
以
降
に
群
馬
県

内
か
ら
榛
東
村
へ
転
入
さ
れ
た
方
、
ま

た
は
、
県
内
他
市
町
村
に
転
出
・
転
出

予
定
の
方
は
、
村
選
挙
管
理
委
員
会
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い（
投
票
の
際

に
証
明
書
が
必
要
で
す
）。
な
お
、
平

成
27
年
３
月
18
日
以
降
に
群
馬
県
外
か

ら
転
入
さ
れ
た
方
、
投
票
日
前
日
ま
で

に
群
馬
県
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
は
、
そ

の
転
出
日
以
降
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

■
代
理
投
票
■

　

体
が
不
自
由
で
字
を
書
く
こ
と
が
で

き
な
い
方
な
ど
は
、
投
票
所
の
係
員
が

代
わ
っ
て
候
補
者
名
を
記
載
し
、
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
投
票
の
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

期　

日　

前　

投　

票

　

投
票
は
、
投
票
日
に
投
票
所
で
行
う

こ
と
が
原
則
で
す
が
、
投
票
日
に
次
の

理
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
見
込

ま
れ
る
方
は
、
事
前
に
期
日
前
投
票
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
期
日
前
投
票
対
象
者
■

・
仕
事
や
親
族
の
冠
婚
葬
祭
が
あ
る

・
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
で
村
外
に
い
る

・
疾
病
な
ど
の
た
め
歩
行
が
困
難

■
期
日
前
投
票
の
期
間
■

　

告
示
日
の
翌
６
月
19
日
㈮
か
ら
投
票

日
前
日
の
７
月
４
日
㈯
ま
で
の
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
８
時
ま
で
で
す
。
配

布
さ
れ
た
入
場
券
を
ご
持
参
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
告
示
日
当
日
は
、
期
日
前
投

票
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

■
期
日
前
投
票
場
所
■

　

榛
東
村
役
場　

村
民
ホ
ー
ル

不　

在　

者　

投　

票

　

県
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入
院
、
入
所

中
の
方
や
、
投
票
す
る
資
格
が
あ
っ
て

村
外
に
滞
在
中
の
方
は
、
不
在
者
投
票

を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
病
院
な
ど
で
の
不
在
者
投
票
■

　

県
選
挙
管
理
委
員
会
の
指
定
す
る
病

院
・
老
人
保
健
施
設
・
身
体
障
害
者
更

正
施
設
な
ど
に
入
院
、
入
所
し
て
い
る

方
は
、
そ
こ
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
お
早
め
に
病
院
な
ど
の
職
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
村
外
に
滞
在
し
て
い
る
方
■

　

投
票
す
る
資
格
が
あ
っ
て
村
外
に
滞

在
中
の
方
は
、
滞
在
先
の
市
区
町
村
の

選
挙
管
理
委
員
会
を
通
じ
て
、
不
在
者

投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

投
票
用
紙
な
ど
の
送
付
は
、
す
べ
て

郵
送
で
行
い
ま
す
。
滞
在
先
の
選
挙
管

理
委
員
会
か
ら
本
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
到
着
す
る
ま
で
の
日
数
を
お
考
え

に
な
っ
て
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。開　

　
　
　
　
　
　

票

　

開
票
は
、
即
日
開
票
で
、
午
後
８
時

か
ら
中
央
公
民
館
で
行
い
、
開
票
状
況

　

任
期
満
了
に
伴
う
『
群
馬
県
知
事
選
挙
』
が
６
月
18
日
㈭

に
告
示
さ
れ
、７
月
５
日
㈰
に
投
票
が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

後援団体の寄付は…
　後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内
にある者に寄付をすること（政党や後援する
政治家に対する寄付及び後援団体の設置目
的により行う行事や事業に関する寄付は除
かれます。）は、いかなる名義をもってする
ものであっても禁止されており、処罰され
ます。処罰されますと、公民権停止の対象
となります。

※ 後援団体の設置目的により行う行事や事業
に関する寄付であっても、次のものは禁止
され罰則の対象になります。

ａ 　花輪、供花、香典、祝儀、その他のこれ
らに類するものとしてされる寄付

ｂ 　後援する政治家の選挙に関する一定期間
（任期満了による選挙では、その期間満了日
前90日に当たる日から当該選挙の投票日ま
での間）内になされる寄付

７７月月５５日㈰日㈰はは
群馬県知事選挙群馬県知事選挙

の
公
表
は
、
中
央
公
民
館
に
掲
示
す
る

方
法
で
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
開
票
作
業
に
支
障
が
出
る
た

め
、
電
話
に
よ
る
お
問
い
合
わ
せ
に
は

お
答
え
し
ま
せ
ん
。


